
第18区自治会避難訓練

　近年多発化している大型台風の接近を想定し、
災害時において個人での避難が困難な高齢者等
が迅速かつ安全に避難する態勢を確立するため
10月2日に避難訓練を行いました。
　また、避難所の開設・運営等を想定として、自治
会の方々の協力をいただきながら、役場職員と社
会福祉協議会職員で避難所の運営を円滑に進め
るために併せて訓練を実施しました。

（個別避難計画に基づく避難訓練）

避難所開設及び避難者（訓練参加者）の確認（受付　自治会役員・役場職員）

避難所に指定されている第18区コミュニティセンターへ速やかに避難

①避難所への避難訓練
　＊支援者：隣組長、民生児童委員、消防団員、防災ボランティア等
　【自主防災組織役員：隣組長等は班毎に該当者への声かけ並びに避難誘導】

②福祉避難所への訓練　　
　事前に作成している個別避難計画に定めた福祉避難所（ふれあい館）へ避難該当者を社会福祉協
議会の専門職員が車椅子対応車両で迎えにうかがい、危険箇所を回避した安全なルートで避難。

③避難訓練振り返り意見交換

　今回の避難訓練の振り返りを社協職員が「災害時の避難について」のチェックシートを活用し、日
頃の家庭での備えや避難する時に必要なこと、注意すべきところなど項目ごとに説明を行いながら、
参加者の方に当てはまる項目にチェックを入れていただきました。
　参加者からは「とても意義のある経験をさせていただき、老老介護のため一人では避難できない。
実際に福祉避難所まで専門職員の方と避難し、少し不安が解消された」「榛東村には災害がなくて
良いと思うけど、最近は災害が多いから普段から気をつけたい」「災害があるかもしれないと常に意
識することが大切だと改めて感じました」など感想をいただきました。

「避難行動要支援者」宅へお迎え 福祉避難所（ふれあい館）受付

災害想定：大型台風　（令和元年台風19号想定）　◆午前10時
　広報車及び消防自動車による　警戒レベル３発令巡回□村災害対策本部：警戒レベル３　（避難に時間のかかる高齢者等避難）発令

【避難行動要支援者名簿の作成の義務化（平成25年）】
　平成25年の災害対策基本法改正により、災害時に自ら避難することが困難な高齢者や障
害者等の避難行動要支援者について、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義
務とされました。
【個別避難計画の努力義務（令和3年）】
　近年の災害においても、多くの高齢者や障害者等の方々が被害に遭われている状況を踏
まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効
とされたことから、令和３年の災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について、
個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。

内閣府 「防災対策制度」災害対策基本法


